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１　背景―医師の働き方を変えるアプローチ
　戦後の日本は、高度経済成長とともにあら
ゆる分野で身を削って働くことが美徳とされ
てきた。中でも、医師は“人の命を守る”と
いう特殊な使命の下、大きな志を持ってわが
国の医療を支え続けてきた。
　しかし、人口減少と少子高齢化に伴い、労
働者人口が減っている今、何も対策を講じな
ければ、社会の維持は困難だ。当然、医療現
場も人手不足により、これまでのような医療

提供体制は維持できなくなる恐れがある。各
医療機関では、医師の負担を減らす対策を行っ
ているが、なかなか進んでいないのが現状だ。
　このような背景を踏まえ、医療現場におけ
る働き方を変えるには、未来を見据えたさま
ざまなアプローチが必要となる。現状を把握
して、そこにどのような問題が横たわるのか
を分析し、いかなる改善策を講じたらよいの
かを掘り下げていくべきだろう。

２　現状―2024年４月から規制スタート
　2024年４月に医師の時間外・休日における
労働時間の規制がスタートするため、医療現
場では、その対応に迫られている。しかし、
多くの医療機関では、医師の時間管理が適切
に実施されていない。なぜなら、医師という
職業には、労働時間の管理の概念がなかった
からである。

　しかし、国は2018年に働き方改革法（働き
方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律）を公布し、2019年から適用された

（５年間の猶予期間）。そして、医師の労働時
間も規制対象となり、適切な管理をしなけれ
ばならなくなった。この猶予の期限が、2024
年３月31日である。

「医師の働き方改革」を進めることになった背景から、現状を把握・認識して、
課題や問題の解決に取り組んでいただきたい。改革を成功させるポイントを踏まえつつ、

本書の活用方法や評価の受審の流れなどを解説する。

いよいよ迫る規制を前に
管理者が心得ておくこと

10 序章　待ったなし！ 「医師の働き方改革」
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３　問題―医師の時間外・休日労働時間をコントロール
　2024年４月から規制されるのは、「勤務医
の時間外・休日労働の年間上限は原則960時
間」。「Ａ水準」といわれるものだ。労働基準
法で規定された、これまでの36協定を締結し
ている場合、時間外・休日労働の年間上限は
原則月45時間・年360時間まで。まずは、自
院の36協定を「月100時間・年間960時間ま
で」に対応できるように見直す必要が出てく
る。ただし、特例的な措置として、Ｂ・Ｃ水
準が設けられた。
　また、Ａ・Ｂ・Ｃ水準のすべてにおいて、

月の上限を超えて働く医師には「義務」とし
て、面接指導などを実施しなければならな
い。月の上限を超えて働く医師に対しては28
時間の連続勤務時間を制限したり、勤務時間
インターバルを９時間に確保または代償休息
を付与したりする「追加的健康確保措置」が
定められている。
　各医療機関は、このＡ水準、Ｂ水準、Ｃ水
準の概要と基本的なルールを理解しつつ、医
師の労働時間をコントロールする仕組みづく
りが急務である。

2024年４月からの時間外・休日労働時間上限規制

通常の
医療機関

A水準

特定地域
医療提供機関

B水準

一般医療機関

連携型
特定地域

医療提供機関

連携B水準

技能向上集中
研修機関

C-1水準

特定高度技能
研修機関

C-2水準

特定労務管理対象機関

一般の
勤務医

大学病院等
の医師

三次救急等、
在宅・専門病院等

の医師

初期研修医
専攻医

医籍登録後
臨床従事

6年目以降の医師

医師

年960時間以下
月100時間未満（例外あり）

年1,860時間以下
月100時間未満（例外あり）

時間外・休日

2035年度末を目標に終了 将来に向け縮減

派遣元・派遣先それぞれの
上限が年960時間以下
合計で1,860時間以下

11いよいよ迫る規制を前に管理者が心得ておくこと
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４　仮説―成功させるカギは３つのポイント
　一般医療機関以外の特定労務管理対象機関
としてＢ・連携Ｂ・Ｃ-１・Ｃ-２水準を指定
申請する場合、医師労働時間短縮計画案を作
成して、医療機関勤務環境評価センターの評
価を受け、都道府県の判断で指定を受ける必
要がある。

　それには、まず自院の立ち位置を知り、医
師の勤務状況を把握する。もし、医師の労働
時間をまったく管理していない医療機関は、
一刻も早く動き始めなければならない。
　「医師の働き方改革」は、次の３つのポイ
ントが実現のカギを握っている。

医師の働き方改革を成功させるための鍵を握る３つのポイント

医師

ポイント１　労働時間の把握と管理 ポイント２　タスクシフトシェア ポイント３　業務の効率化

勤怠管理システム

変形時間外労働制

複数主治医制

医師事務作業補助者

看護師

メディカルスタッフ

医局DX/フリーアドレス

AI問診票

音声入力

入力

５　目的―本書を活用して今すぐ院内でアクション
　本書では、「医師の働き方改革」を解説し
た上で、実際の医療現場で取り組んでいる24
の好事例を収録した。成功のカギを握る３ポ
イントにフォーカスをあてて、各医療機関や
現場における取り組みを掘り下げて紹介した。
　自院における「医師の働き方改革」に悩ん

でいるならば、ぜひ24のグッドプラクティス
を参考に着手していただきたい。そこにある
試行錯誤の苦労や工夫から学び、取り入れ
て、ひとつでも多くの医療機関で活用してい
ただければ幸いである。

12 序章　待ったなし！ 「医師の働き方改革」
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６　受審―2024年３月末までにコンプリート
　都道府県から2024年３月末までに指定を受
けるには、遅くとも2023年の夏ごろまでに医
療機関勤務環境評価センターを受審する必要
があるといわれている。
　医療機関勤務環境評価センターのホーム
ページ「評価受審手続きについて」を確認
し、基本的な流れを理解して、自院の対応状
況と照らし合わせてみよう。ホームページに

は、評価受審手順の動画もある。担当者は事
前に目を通し、万全な準備に努めよう。
　評価受審の申し込みから、評価の結果通知
を受け取るまでの主な流れは次のとおりだ。
医療機関は、2024年３月末までに医師の働き
方改革をコンプリートできる体制の構築が喫
緊の課題である。

医療機関勤務環境評価センターへの受審の流れ

①指定水準の確認

②医師労働時間短縮
　計画の作成

③評価受審申込

④審査料の支払い

⑤自己評価の実施

⑥評価の実施

⑧評価結果の通知

⑦中間報告

医療機関の医療機能及び対象医師の時間外・休日労働時間を確認し、指定を受ける水準を決定

医師労働時間短縮に向けた取組の検討・実施
→ 令和6年度（2024年4月）以降の医師労働時間短縮計画の案を策定 

評価センターホームページから評価受審の申請

基本情報・自己評価シートの作成・根拠資料の添付
→基本情報・自己評価シートの作成依頼メールを受領後、30日以内に評価システムへの
　入力を完了する必要がある

サーベイヤーによる書面評価実施

評価結果を医療機関および都道府県に通知

評価において、労働関係法令および医療法に
規定された事項（必須項目）が未達成の場合
や現時点における取組状況に改善の必要があ
り、また、今後の取組予定も見直しの必要が
ある場合、評価センターでは一旦評価を中断
し、医療機関に対して一定期間（90日）の
うちに改善に向けた取り組みを実施するよう
依頼

評価申請前に
各医療機関で
確認・準備

13いよいよ迫る規制を前に管理者が心得ておくこと
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